
学生会（自治会）
〈理　工　学　部〉

名城大学理工学部学生自治会規約（抜粋）
第 1 条� 本会は、名城大学理工学部学生自治会と称し、執務局を理工学部内に設置する。
第 ２ 条� 本会は、正義と融和に基づき学生の民主的諸権利を擁護することにより、会員相互の親睦や福祉を計り、学生生活全般の発展と向上を目的とする。
第 ３ 条� 本会の会員は、名城大学理工学部生全員をもって組織する。
第 8 条� 全ての会員は、規約及び各機関の決議事項を尊重し、これらを守らなければならない。
第�68�条� 学生自治会費は入会金二百円・年会費八百円とする。
〔概　要〕��名城大学理工学部学生自治会の活動は、大会の決議書を基に新入生歓迎活動や大学祭などの各種実行委員会やクラブ・自主ゼミ援助などの活動をしていき

�ます。そのため全理工学部生から自治会費を徴収し規約に基づき民主的に活動していきます。
名城大学農学部学生会規約（抜粋）

〈農　学　部〉
第 1 条� 本会は名城大学農学部学生会と称する。
第 ２ 条� 本会は学生の自治的活動により学生生活を向上し、校風を高揚して社会の有為なる一員となる事を学ぶと共に、本校教育の成果をあげる事を目的とする。
第 ３ 条� 本会は名城大学農学部学生を会員とする。
第�57�条� 会員は入会金�1,000�円、会費四年分�4,000�円を納付しなければならない。
〔概　要〕��学生会活動としては、農学所属サークルに活動発表の場を設けたり、学生生活の向上のためのアンケートを実施・集計し学務センターや学部長等と折衝を

行ったりしています。また、春と冬にはスポーツ大会の運営も行っています。この他に、所属サークルの活動許可の認可・援助金支給、大学祭実行委員会へ
の支援なども行っています。

〈薬　学　部〉
名城大学薬学部学生会会則（抜粋）

第一章　総　　　則
第 1 条� 本会は名城大学薬学部学生会と称し事務所は本学部内に設置する。
第 ２ 条� 本会は本学部学生の自治精神を養い学内の自由の確立と自主的学生生活の向上発展及び融和を計り全学生の総意を実現する事を目的とする。
第 ３ 条� 本会の会員は名城大学薬学部学生とし本会は会員により組織する。但し、顧問は特別会員とし顧問は部長とする。
第二章　会員の権利及び業務

第 7 条� 会員は学生会費七千円を入学手続きと共に納入する義務を負う。学生会費には大学祭費を含むものとする。
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